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再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る

法
律
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
く

再
生
医
療
等
の
提
供
状
況
に
係
る

定
期
報
告
の
ま
と
め
の
概
要
（案
）

厚
生
労
働
省
医
政
局
研
究
開
発
振
興
課
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平
成
2
9
年
４
月
１
日
か
ら

平
成
3
0
年
３
月
3
1
日
ま
で
に
提
出
が
あ
っ
た

定
期
報
告
総
数
：2
,6
4
9
件

（
※
）

（
※
）
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
定
期
報
告
は
、
再
生
医
療
等
提
供
計
画
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
た
日
か
ら
起
算

し
て
、
１
年
ご
と
に
当
該
期
間
満
了
後
９
０
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
施
行
規
則
第
３
８
条

第
３
項
）
た
め
、
必
ず
し
も
再
生
医
療
等
提
供
計
画
の
提
出
件
数
と
一
致
し
な
い
。

（
参
考
）

○
再
生
医
療
等
の
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
厚
生
労
働
大
臣
へ
の
定
期
報
告
）

第
２
１
条

再
生
医
療
等
提
供
機
関
の
管
理
者
は
、
再
生
医
療
等
提
供
計
画
に
記
載
さ
れ
た
再
生
医
療
等
の
提
供

の
状
況
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
概
要
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
１
種
研
究

1
5
件

1
0
0
%

第
１
種
治
療

0
件 0
%

第
１
種

研
究

第
２
種
研
究

3
2
件

3
3
%

第
２
種
治
療

6
4
件

6
7
%

第
２
種

研
究

治
療

第
３
種
研
究

4
3
件

2
%

第
３
種
治
療

2
4
9
5
件

9
8
%

第
３
種

研
究

治
療

第
１
種

1
5
件

0
.6
％

第
２
種

9
6
件

3
.6
％

第
３
種

2
5
3
8
件

9
5
.8
％

種
別
の
件
数
、
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ

1
種

2
種

3
種
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9
2
5
4
9
3
2
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1
1
01
2
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7
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6
9

2
5
1
8
3
0
1
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5

4
2
4
1
5
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1
5
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1
6
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6

4
4

2
1
6

7
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2
0
1
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5
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0
3
4
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2
1

8
1
2
1
6
1
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1
0
4

9
1
4
2
1
1
2
1
1
2
3
2
6

定
期
報
告
提
出
件
数
（
都
道
府
県
別

全
体
（
計
2
,6
4
9
件
）
）
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0
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0
0
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0
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定
期
報
告
提
出
件
数
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都
道
府
県
別

研
究
の
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（
計
9
0
件
）
）
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0
0
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定
期
報
告
提
出
件
数
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都
道
府
県
別

治
療
の
み
（
計
2
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5
9
件
）
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0
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0
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再
生
医
療
等
を
受
け
た
者
の
数
（
都
道
府
県
別
（
計
4
0
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6
5
人
）
）
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0
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0
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0
0
0
0
0
2

再
生
医
療
等
を
受
け
た
者
の
数
（
都
道
県
別

研
究
の
み
（
計
2
,7
5
4
人
）
）

8



0

2
0
0
0

4
0
0
0

6
0
0
0

8
0
0
0

1
0
0
0
0

1
2
0
0
0

1
4
0
0
0

1
6
0
0
0

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

8
5
9 1
4
2 1
0
82
6
5 5
51
1
92
0
74
6
2 4
2
57
9
01
3
5
41
4
3
2

1
4
9
7
9

2
5
5
6 3
4
4 2
6
6 2
0
8 2
0
0 2
75
6
8 2
7
04
1
42
0
4
5 1
8
1 1
1
93
8
93
1
4
2 1
3
4
4 1
9
7 1
4
9 3
9
4
02
4
45
5
0 1
1
7 9
81
1
3 8
11
3
01
9
9
5 5
52
5
7 2
5
1 3
7
2
8
9
31
6
7

再
生
医
療
等
を
受
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（
※
）
延
べ
投
与
件
数
。

た
だ
し
、
特
定
細
胞
加
工
物
を
１
回
に
同
一
患
者
の
複
数
箇
所
へ
投
与
す
る
場
合
（
例
え
ば
、
多
血
小
板
血
漿
を
顔
面
の
複
数
箇
所
に
投
与
）
は
、
１
件
の
投
与
と
し
て
扱
う
。
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（
※
）
延
べ
投
与
件
数
。

た
だ
し
、
特
定
細
胞
加
工
物
を
１
回
に
同
一
患
者
の
複
数
箇
所
へ
投
与
す
る
場
合
（
例
え
ば
、
多
血
小
板
血
漿
を
顔
面
の
複
数
箇
所
に
投
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は
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１
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投
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扱
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。
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※
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研
究
の
み
（
計
1
1
,5
6
0
件
）
）
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（
※
）
延
べ
投
与
件
数
。

た
だ
し
、
特
定
細
胞
加
工
物
を
１
回
に
同
一
患
者
の
複
数
箇
所
へ
投
与
す
る
場
合
（
例
え
ば
、
多
血
小
板
血
漿
を
顔
面
の
複
数
箇
所
に
投
与
）
は
、
１
件
の
投
与
と
し
て
扱
う
。

0

5
0
0
0

1
0
0
0
0

1
5
0
0
0

2
0
0
0
0

2
5
0
0
0

3
0
0
0
0

3
5
0
0
0

北 海 道

青 森 県

岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県

山 形 県

福 島 県

茨 城 県

栃 木 県

群 馬 県

埼 玉 県

千 葉 県

東 京 都

神 奈 川 県

新 潟 県

富 山 県

石 川 県

福 井 県

山 梨 県

長 野 県

岐 阜 県

静 岡 県

愛 知 県

三 重 県

滋 賀 県

京 都 府

大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県

和 歌 山 県

鳥 取 県

島 根 県

岡 山 県

広 島 県

山 口 県

徳 島 県

香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿 児 島 県

沖 縄 県

1
0
7
8 2
0
8
1
4
8
9
0
0
7
1
1
3
0
3
0
5
8
3
3
4
7
61
0
0
01
6
6
3 1
6
4
73
1
6
8
5 4
4
7
6 4
0
2
3
0
4
3
2
9
2
1
8
3
2

9
9
3
5
5
0
5
3
45
4
7
0 2
4
1
1
3
6
8
9
65
4
7
1 1
9
5
4 6
8
9
1
8
7
6
2
6
6
3
4
5
8
2
7
2
2
2
1
2
1
1
2
0
1
3
0
1
8
24
5
1
5

6
0
2
5
9
3
2
8
3
8
8
5
2
1
9
2
0
5

投
与
件
数
（
※
）
（
都
道
府
県
別

治
療
の
み
（
計
7
0
,8
1
0
件
）
）
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